
 

２０１７年８月２５日 

ツインリンクもてぎ 

大会事務局 

公式通知 No.１５ 

 

◆ 大会特別規則の解釈の統一 

 

■ 大会特別規則 第５章 第４８条レース中における燃料補給 ４８－６ ① 

上記規則に規定される燃料補給量５リットル以下は、給油装置を指定された地面に置いた際、 

樹脂製ノズル内（下記補足写真参照）に燃料が無い状態とする。 

 

 

「ノズル部分（根元から先端まで全ての範囲）にはガソリンを入れないこと」 

※ノズル部分にガソリン油面が見えてはならない。 

 

 

（補足写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

ノズル先端まで 

この範囲内には 

ガソリンを入れることができない 


